
規

則

別
表
第
三
中
「
学
校
法
人
三
井
学
園
武
蔵
浦
和
日
本
語

学
院
・
進
学
準
備
一
年
課
程
、
同
・
進
学
準
備
一
年
半
課

程
」
を
「
学
校
法
人
三
井
学
園
武
蔵
浦
和
日
本
語
学
院
・

進
学
準
備
二
年
課
程
、
同
・
進
学
準
備
一
年
半
課
程
」
に

改
め
、「
ジ
ェ
ッ
ト
日
本
語
学
校
・
日
本
語
進
学
科
Ａ
、

同
・
日
本
語
進
学
科
Ｂ
」
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

学
校
法
人
新
井
学
園
赤
門
会
日
本
語
学

校
本
校
・
大
学
進
学
の
た
め
の
準
備
教

育
二
年
コ
ー
ス
、
同
・
大
学
進
学
の
た

め
の
準
備
教
育
一
m

五
年
コ
ー
ス

東
京
都

別
表
第
五
中「
大
竹
総
合
科
学
専
門
学
校
日
本
語
学
科
」

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

周
東
町
日
本
語
学
校
三
瀬
川
学
園

山
口
県

告

示

名

称

住

所

社
団
法
人
鉄
道

建
築
協
会

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁

目
七
番
一
号

平成˜Ÿ年˜™月™Ÿ日 木曜日 第›› ›号官 報

第
五
十
八
条
第
一
号
中
「
当
該
事
業
年
度
の
最
低
積
立

基
準
額
」
の
下
に「（
法
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第
六

十
二
条
に
規
定
す
る
場
合
に
当
該
事
業
年
度
の
末
日
ま
で

を
計
算
基
準
日
と
し
て
掛
金
の
額
の
再
計
算
を
行
っ
た
と

き
は
、
当
該
再
計
算
に
基
づ
く
最
低
積
立
基
準
額
に
相
当

す
る
額
（
当
該
再
計
算
に
係
る
給
付
を
法
第
六
十
条
第
三

項
に
規
定
す
る
給
付
と
し
て
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計

算
し
た
額
を
い
う
。）と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
適
格
退
職
年
金
か
ら
移
行
し
た
場
合
の
積
立
不
足
に

伴
い
拠
出
す
べ
き
掛
金
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
の
二

法
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
適
格
退
職
年
金
契
約
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す

る
権
利
義
務
の
承
継
に
係
る
確
定
給
付
企
業
年
金
に
対

す
る
第
五
十
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
並
び
に
附

則
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
き
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
百
二
十
号

司
法
試
験
法
及
び
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十

一
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
弁
理
士
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

弁
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第

四
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
八
号
中
「
前
条
の
表
の
上
欄
の
第
七
号
に
掲

げ
る
科
目
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
選
択
問
題
に
つ
い
て
司
法
試
験
第
二
次
試
験
を
受
け
当

該
試
験
」
を
「
司
法
試
験
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２

司
法
試
験
法
及
び
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
司
法
試
験
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法

試
験
の
第
二
次
試
験
又
は
司
法
試
験
法
及
び
裁
判
所
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
行
わ
れ
る
司
法
試
験
の
第
二
次
試
験
を
受
け
当

該
試
験
に
合
格
し
た
者
に
係
る
弁
理
士
試
験
の
論
文
式

に
よ
る
試
験
の
一
部
免
除
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
e

一
七（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

人
事
院
総
裁

谷

公
士

人
事
院
規
則
九
e

一
七
e

一
一
〇

人
事
院
規
則
九
e

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
e

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
海
上
保
安
庁
の
部
管
区
海
上
保
安
本
部
の
項
及
び

海
上
保
安
監
部
及
び
海
上
保
安
部
の
項
中
「
通
信
所
長
」

を
削
り
、
同
部
統
制
通
信
事
務
所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
金
融
庁

法
務
省
告
示
第
十
七
号

社
債
等
登
録
法
施
行
令
（
昭
和
十
七
年
勅
令
第
四
百
九

号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
（
同
令
第
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
会
社
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

金
融
庁
長
官

五
味

廣
文

法
務
大
臣

長
勢

甚
遠

債

券

の

名

称

登
録
機
関
の
名
称

ザ
・
ベ
ア
ー
・
ス
タ
ー
ン
ズ
・
カ

ン
パ
ニ
ー
ズ
・
イ
ン
ク
第
七
回
円

貨
社
債
（
二
〇
〇
六
）

株
式
会
社
三
菱
東
京

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

ザ
・
ベ
ア
ー
・
ス
タ
ー
ン
ズ
・
カ

ン
パ
ニ
ー
ズ
・
イ
ン
ク
第
一
回
変

動
利
付
円
貨
社
債
（
二
〇
〇
六
）

同

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
八
十
七
号

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十

五
号
）
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
を
次

の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
八
十
八
号

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十

五
号
）
附
則
第
十
一
条
第
四
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
項
に
規
定
す
る
市
街
地
の
整
備
改
善
の
た
め
の
事
業
と

一
体
的
に
行
わ
れ
る
改
良
工
事
を
次
の
よ
う
に
指
定
す

る
。平

成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
千
五
号
は
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

次
に
掲
げ
る
改
良
工
事

名
古
屋
鉄
道
瀬
戸
線
尾
張
瀬
戸
駅
に
お
い
て
行
わ
れ
る

改
良
工
事

阪
神
電
気
鉄
道
本
線
岩
屋
駅
に
お
い
て
行
わ
れ
る
改
良

工
事山

陽
電
気
鉄
道
本
線
舞
子
公
園
駅
に
お
い
て
行
わ
れ
る

改
良
工
事

京
浜
急
行
本
線
横
浜
駅
に
お
い
て
行
わ
れ
る
改
良
工
事

阪
神
電
気
鉄
道
本
線
春
日
野
道
駅
に
お
い
て
行
わ
れ
る

改
良
工
事

〇
総

務

省

経
済
産
業
省
告
示
第
四
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）を
実
施
す
る
た
め
、

同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
調
査
機
関
の
指

定
が
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
失
効
し
た
の

で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

一

名
称

株
式
会
社
電
磁
環
境
試
験
所
認
定
セ
ン
タ
ー

二

住
所

東
京
都
港
区
麻
布
台
二
丁
目
三
番
五
号

三

指
定
が
失
効
し
た
指
定
調
査
機
関
が
行
っ
て
い
た
調

査
の
範
囲

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共

同
体
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実

施
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
の
全
部

四

指
定
が
失
効
し
た
指
定
調
査
機
関
が
行
っ
て
い
た
調

査
の
業
務
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分

法

第
二
条
第
八
項
第
三
号
及
び
第
五
号
の
国
外
適
合
性
評

価
事
業

五

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

六

失
効
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

〇
法
務
省
告
示
第
五
百
九
十
八
号

北
海
道
札
幌
市
北
区
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
の
一
部
が

滅
失
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

法
務
大
臣

長
勢

甚
遠

北
海
道
札
幌
市
北
八
条
西
一
丁
目
一
番
地

森
澤

明

〇
法
務
省
告
示
第
五
百
九
十
九
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号

の
基
準
を
定
め
る
省
令（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
留
学
の
項
の
下
欄
に
掲

げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
の
規
定
及
び
法
別
表
第
一
の
四
の

表
の
就
学
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
の
規

定
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第

一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
留
学
及
び
就
学
の

在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
語
教
育
機

関
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
年
法
務
省
告
示
第
百
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

法
務
大
臣

長
勢

甚
遠

別
表
第
二
中
「
学
校
法
人
三
井
学
園
武
蔵
浦
和
日
本
語

学
院
・
一
般
二
年
課
程
」
を
「
学
校
法
人
三
井
学
園
武
蔵

浦
和
日
本
語
学
院
・
一
般
二
年
課
程
、
同
・
一
般
一
年
課

程
」
に
、「
赤
門
会
日
本
語
学
校
日
暮
里
校
」
を
「
学
校
法

人
新
井
学
園
赤
門
会
日
本
語
学
校
日
暮
里
校
」
に
、「
赤
門

会
日
本
語
学
校
本
校
」
を
「
学
校
法
人
新
井
学
園
赤
門
会

日
本
語
学
校
本
校
・
進
学
二
年
コ
ー
ス
、
同
・
進
学
一
年

九
ヶ
月
コ
ー
ス
、
同
・
進
学
一
年
六
ヶ
月
コ
ー
ス
、
同
・

進
学
一
年
三
ヶ
月
コ
ー
ス
、同
・
進
学
一
年
コ
ー
ス
、同
・

一
般
二
年
コ
ー
ス
、
同
・
一
般
一
年
コ
ー
ス
」
に
、「
秀
峰

国
際
学
院
」
を
「
横
浜
秀
峰
国
際
学
院
」
に
改
め
、「
周
東

町
日
本
語
学
校
三
瀬
川
学
園
」
の
項
を
削
る
。
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